
 

 
 

平成１４年６月１４日 
総務省 

 
 

西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変
更の認可  

－ Ｂフレッツサービスの提供に用いられる設備との接続に関する接続料の追加 － 
 
 

 
 

報道資料

 総務省は、本日、情報通信審議会（会長 秋山 喜久）から、西日本電信電話株式会社
が電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第３８条の２第２項に基づき変更の認可申
請をした接続約款の変更案に係る平成１４年５月２３日付け諮問（別紙１）に対する答申
（別紙２）を受けました。 
 この答申は、平成１４年５月２３日から６月５日まで同審議会が実施した意見聴取の結
果を踏まえて行われたものです。 
 なお、本件に係る認可は、本日行う予定です。 

 

 
 

 
 

 
 
 

 I  申請概要 

連絡先 : 総合通信基盤局料金サービス課 
（担当：飯倉課長補佐、寺村係長）

電話 : （代表）０３－５２５３－５１１１
（内線５８４４） 

（直通）０３－５２５３－５８４４

ＦＡＸ : ０３－５２５３－５８４８

関係報道資料 

○西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更
案に対する意見募集－ Ｂフレッツサービスの提供に用いられる設備との接続に関
する接続料の追加 －（平成１４年５月２３日発表）

別紙1

 

１  申請者 
 西日本電信電話株式会社（ＮＴＴ西日本） 
 代表取締役社長  浅田 和男



 

 II  接続約款変更の主な内容 

２  申請年月日 
 平成１４年５月１４日（火）

３  実施期日 
 認可後速やかに

４  申請の概要 
 平成１４年９月よりＮＴＴ西日本において提供される予定の「Ｂフレッツ」サービス・フ
ァミリー１００タイプの提供に用いられる設備との接続に関する接続料を規定するた
め、電気通信事業法第３８条の２第２項の規定に基づき、接続約款の変更を行う。

 Ｂフレッツサービスの提供に用いられる設備との接続に関する接続料について、これ
まで提供していた１０Ｍｂｐｓ（ファミリータイプ）のものに１００Ｍｂｐｓのもの（ファミリー１０
０）を追加し、接続約款に記載する（Ｂフレッツサービス・ファミリータイプについては今年
中に整理品目化する予定）。 
 なお、設備構成については、従来のファミリータイプにおいては局内スプリッタにおい
て８分岐、局外スプリッタにおいて４分岐としていたものを、局内スプリッタを４分岐、局
外スプリッタを８分岐に変更する。

 【Ｂフレッツ・ファミリー１００（１００Ｍｂｐｓ）の設備構成図】 

  

 【参考・現在のファミリータイプ（１０Ｍｂｐｓ）の設備構成図】 



  

 
 

○接続料算定の概要 

 【接続料の内訳】

 
 

 
 
※光主配線盤（７６円）及びクロージャ（５３円）については認可済み。  

＊光ファイバ芯線数の需要予測 
 

年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 合計

光ファイバ芯線数（千芯） 518 783 1,193 1,921 3,238 4,592 5,494 17,739 



 
※ 芯線数は前年度末と当年度末の数値を足して２で割った数値。  

 
 
１） 分岐回線と光ファイバの分計 
 ア）光ファイバ 
 前回のＢフレッツ・ファミリータイプと同様、現在認可している光信号端末回線伝送機
能を分岐回線と基本回線に案分して算定。 
 ただし、前回分岐回線の算定の際には、平均距離として電柱２区間分（35m×2=70m）
を見込んでいたものを、今回は分岐回線が４分岐から８分岐となってカバーエリアが広
がることに鑑み、３区間分(105m）として算定。 

＜分岐回線＞  

  

＜基本回線＞  

(A)



  

 イ）負担金見合い 
 負担金見合いについては、現在認可している４７１円について、上記分岐回線と基本
回線のコスト比で案分。 

        分岐回線 ：  ６７円／芯・月 
        基本回線 ： ４０４円／芯・月  

 ウ）局外スプリッタ 
 ５年間の将来原価を用いて設備管理運営費を算定。  

  

２） 光信号伝送装置 
 ５年間の将来原価を用いて設備管理運営費を算定。  



 

 
 

（答申） 

 平成１４年５月２３日付け諮問第１０７０号をもって諮問された事案について、審議の結
果、下記のとおり答申する。 

  
記 

 

  

３） 局内スプリッタ 
 ５年間の将来原価を用いて設備管理運営費を算定。  

  

別紙２ 

１．  本件、西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の
変更については、諮問のとおり認可することが適当と考えられる。

２．  なお、本件に関して意見は提出されなかった。




